
 

 

 

 

 

 

 

年金記録訂正請求に係る答申について 
北海道地方年金記録訂正審議会 

令和 3年 7 月 21日答申分 

 

 

  ○答申の概要  

     年金記録の訂正を必要としたもの        14件 

厚生年金保険関係       14件 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100038号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100026号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 54万円に訂正することが必

要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求者は、請求期間に

おいて、Ａ事業所から 54万円の賞与の支払を受け、当該賞与から 54万円の標準賞与額に見合

う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100039号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100027号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 13万 2,000円に訂正するこ

とが必要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求者は、請求期間に

おいて、Ａ事業所から 13万 2,000円の賞与の支払を受け、当該賞与から 13万 2,000円の標準

賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100040号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100028号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 17万円に訂正することが必

要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求者は、請求期間に

おいて、Ａ事業所から 17万円の賞与の支払を受け、当該賞与から 17万円の標準賞与額に見合

う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100041号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100029号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 55万 1,000円に訂正するこ

とが必要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求者は、請求期間に

おいて、Ａ事業所から 55万 1,000円の賞与の支払を受け、当該賞与から 55万 1,000円の標準

賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100042号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100030号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 89万 4,000円に訂正するこ

とが必要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求者は、請求期間に

おいて、Ａ事業所から 89万 4,000円の賞与の支払を受け、当該賞与から 89万 4,000円の標準

賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100043号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100031号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 69万円に訂正することが必

要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求者は、請求期間に

おいて、Ａ事業所から 69万円の賞与の支払を受け、当該賞与から 69万円の標準賞与額に見合

う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100044号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100032号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 16万円に訂正することが必

要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   Ａ事業所の回答、オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求

者は、請求期間において、同事業所から 16万円の賞与の支払を受け、当該賞与から 16万円の

標準賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100045号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100033号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 57万 9,000円に訂正するこ

とが必要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求者は、請求期間に

おいて、Ａ事業所から 57万 9,000円の賞与の支払を受け、当該賞与から 57万 9,000円の標準

賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100046号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100034号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 50万 4,000円に訂正するこ

とが必要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求者は、請求期間に

おいて、Ａ事業所から 50万 4,000円の賞与の支払を受け、当該賞与から 50万 4,000円の標準

賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100047号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100035号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 50万 4,000円に訂正するこ

とが必要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求者は、請求期間に

おいて、Ａ事業所から 50万 4,000円の賞与の支払を受け、当該賞与から 50万 4,000円の標準

賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100048号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100036号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 55万 5,000円に訂正するこ

とが必要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   Ａ事業所の回答、オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求

者は、請求期間において、同事業所から 55 万 5,000 円の賞与の支払を受け、当該賞与から 55

万 5,000円の標準賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認めら

れる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100050号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100037号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 31万 2,000円に訂正するこ

とが必要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   Ａ事業所の回答、オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求

者は、請求期間において、同事業所から 31万 2,500円の賞与の支払を受け、当該賞与から 31

万 2,000円の標準賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認めら

れる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100061号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100039号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 17万円に訂正することが必

要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求者は、請求期間に

おいて、Ａ事業所から 17万円の賞与の支払を受け、当該賞与から 17万円の標準賞与額に見合

う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2100049号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2100040号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ事業所における平成 17年 12月 15日の標準賞与額を 55万 5,000円に訂正するこ

とが必要である。 

   平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17年 12月 15日 

   Ａ事業所から支給された請求期間の賞与について、厚生年金保険の記録では保険給付の対象

とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文該当）となっているので、保険給付の対象とな

る記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   オンライン記録及び複数の同僚に係る請求期間の賞与明細書により、請求者は、請求期間に

おいて、Ａ事業所から 55万 5,000円の賞与の支払を受け、当該賞与から 55万 5,000円の標準

賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 17 年 12 月 15 日に支給した賞与について、請求者に係る厚生年金保険料を納

付したか否かは不明と回答しているが、請求者の当該期間に係る標準賞与額の届出については、

オンライン記録により、当該保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 10 月 26 日

に処理されていることが確認できることから、年金事務所は、請求期間に係る厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 


